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 １ 広島市障害者計画の策定について 
 

  

⑴ 計画策定の背景 

 

国においては、平成 21 年の障がい者制度改革推進本部設置後、障害者権利条約の

批准に向けて、「障害者基本法」が改正（平成 23 年 8 月公布）されるとともに、「障

害者自立支援法」の改正による「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援する

ための法律（平成 24 年 6 月公布。以下「障害者総合支援法」という。）」によって

障害福祉サービスの対象となる障害者の範囲が拡大されるなど、障害者施策の充実に

向けた取組が進められています。 

広島市においても、障害者の数及び人口に占める割合が増加の一途をたどっており、

障害福祉サービス等の利用者数も顕著な伸びを示すなど、今後とも障害者施策の充実

が必要となっています。 

平成 23 年 12 月、広島市では、市政推進に当たっての基本コンセプト「世界に誇

れる『まち』の実現に向けて」を公表し、障害者施策については「障害のある人もな

い人も、全ての市民が社会のあらゆる活動に自由に参画し、その能力を最大限に発揮

するとともに、互いに人格と個性を尊重し、支え合うことが必要です。そのためには、

障害者の活動を制限し、社会への参画を制約している要因を取り除き、経済的な側面

を含め、障害者が住み慣れた地域において、自己選択と自己決定の下、自立して生活

できるように社会のバリアフリー化を推進するとともに、地域における障害者の自立

支援に取り組みます。」としています。 

こうした中、広島市新障害者基本計画（以下「前計画」という。）が平成 24 年度

で計画期間の終期を迎えましたが、引き続き、広島市の障害者施策を総合的に推進し

ていくためには障害者計画を策定する必要があり、この度、平成 25 年度から平成

29 年度までの５年間を計画期間とする広島市障害者計画を策定します。 
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１ 広島市障害者計画の策定について 

 

⑵ 計画の位置付け 

 

この計画は、障害者基本法に基づく「市町村障害者計画」であり、本市の障害者

施策全般にわたる推進の方向性と具体的な方策を示す中長期的な計画です。 

 

（根拠法令） 
 

障害者基本法（一部抜粋） 

（市町村障害者計画）  

第 11条 （略） 

２ （略） 

３  市町村は、障害者基本計画及び都道府県障害者計画を基本とするとともに、当該市町

村における障害者の状況等を踏まえ、当該市町村における障害者のための施策に関する

基本的な計画（以下「市町村障害者計画」という。）を策定しなければならない。  

 

 

⑶ 計画期間 

 

本計画は、平成 25 年度から平成 29 年度までの 5 年間の計画です。 

 

 

⑷ 計画の推進及び点検 

 

本計画に掲げる施策は、障害者の保健福祉だけではなく、住宅、交通、教育、就

労など様々な分野にわたっていることから、関係部局と連携を図りながら、施策の

総合的な推進に取り組んでいきます。 

また、本計画に掲げる施策を着実に推進していくためには、社会全体での取組が

不可欠であることから、広報等を通じて市民の理解を深め、多様な活動の促進を図

るとともに、社会福祉協議会等の地域団体、医療機関等の関係機関や障害福祉サー

ビス事業者などと連携を図ります。 

さらに、毎年度、広島市障害者施策推進協議会等の意見を聞きながら、本計画に

掲げる施策の実施状況の点検及び進行管理を行います。 
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２ 計画の基本的な考え方 
 

 

 ⑴ 広島市障害者計画の基本理念等 

 

      この広島市障害者計画では、平成 23 年 12 月公表の市政推進に当たっての基本コン

セプト「世界に誇れる『まち』の実現に向けて」に基づき、以下のように「基本理念」

及び「基本理念実現のための前提条件」を掲げます。 

 

 

   【基本理念】 

     障害のある人もない人も、全ての市民が互いに人格と個性を尊重し、

支え合い、自立して暮らせる「まち」を実現する。 

 

 

 

 

 

 

   【基本理念実現のための前提条件】 

     基本理念の実現のためには、地域ごとにそれぞれの特性を踏まえ、多様性のある

施策を展開する必要がある。 

     施策の展開に当たっては、「個々の障害者が、生活の拠点での日々の活動を通じて

自立した生活を実現し、更に、その活動の範囲を広げていく」ということを念頭に

おくべきである。 

 

 

 

広島市は、この計画が、実行段階において、各区・各地域のそれぞれの特性を踏ま

えた多様性のある施策展開につながり、障害者の自立及び社会参加等に向けて真に機

能するよう、各般の施策に真摯に取り組みます。 
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２ 計画の基本的な考え方 
 

 

 

（参考１） 

市政推進に当たっての基本コンセプト「世界に誇れる『まち』の実現に向けて」 

（平成 23 年 12 月公表）【抜粋】 

 

３ 「ワーク・ライフ・バランスのまち」の実現に向けた取組の方向性 

    (3) 福祉の充実 

       （略） 

      ○ また、障害のある人もない人も、全ての市民が社会のあらゆる活動に自由に参画し、そ

の能力を最大限に発揮するとともに、互いに人格と個性を尊重し、支え合うことが必要

です。そのためには、障害者の活動を制限し、社会への参画を制約している要因を取り

除き、経済的な側面を含め、障害者が住み慣れた地域において、自己選択と自己決定の

下、自立して生活できるように社会のバリアフリー化を推進するとともに、地域におけ

る障害者の自立支援に取り組みます。 

 

 

 

 

（参考２） 

基本理念における“自立” とは、 

障害者の活動を制限し、社会への参画を制約している要因が取り除かれ、経済的な側面を含め、障

害者が住み慣れた地域において、自己選択と自己決定の下、必要な支援を受けながら生活できる状態

です。 

 

        基本理念における “自立して暮らせる「まち」の実現” とは、 

 「個々の障害者が、生活の拠点での日々の活動を通じて自立した生活を実現し、更に、その活動を

広げていく」ようにするための障害者への支援と、障害者の活動が行われる環境を整えることです。その

対象となる「まち」の範囲については、具体的に多種多様な施策を展開していく場面において、広島市

域の全体になったり、各区や小学校区になったりと、その施策の特徴によって、地理的な広がりは変わ

るものです。 
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２ 計画の基本的な考え方 
 
 

⑵ 広島市障害者計画の実施に当たっての基本的な視点 

 

広島市障害者計画の実施に当たっては、基本理念を念頭に、前計画の「基本的な視

点」（「より一層のバリアフリー化の推進」、「地域における障害者の自立の支援」）を発

展させた以下の３つの視点を意識して、計画に基づく各般の施策に取り組みます。 

 

１ 個々の障害者が、生活の拠点での日々の活動を通じて自立した生活を実現し、更に、

その活動範囲を広げていくために 

障害者が市民の一人として、学び、働き、社会に貢献する営みなどを行う、生活の

拠点での日々の活動を通じて自立した生活を実現し、更に、その活動範囲を広げてい

く取組が求められています。このためには、障害者団体、福祉サービス事業者、民間

事業者などを含め市民と行政が協働して地域での障害者の生活を支援する仕組みづく

りが必要であると考えます。 

また、障害者自身についても、可能な人については、必要な支援を受けて自立し、

その能力をいかして他の障害者や社会を支えていくことも重要となってきます。 

 

２ 相談支援の充実に向けて 

相談支援は、全ての障害福祉サービスの基本となるものであり、障害者が自立して

生活を送るために重要な支援の１つです。この相談支援は、障害の特性や障害者の置

かれた環境に応じたきめ細かなサービス提供が行われることで、障害者の自己選択・

自己決定を支援するものである必要があります。このためには、行政の取組だけでは

十分ではありません。障害者団体やグループ等による自主的な相談支援等の取組に対

する支援など障害者団体等と連携した取組の充実により、身近な事柄を気軽に相談で

きる体制等の充実も図りつつ、障害者とその周囲の人たちを支援することが必要です。 

また、障害者の自立及び社会参加にとって障害者に対する差別や虐待の防止、障害

者の権利擁護は極めて重要ですが、このときも相談支援は重要な役割を担っています。

相談支援の充実を通じて、障害者を地域の一員とし、地域で市民の誰もが共に暮らし

ていくための良好な環境づくりにつなげていくことが必要です。 
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２ 計画の基本的な考え方 
 

 

３ 総合的な就労支援、障害者雇用の拡大・定着に向けて 

近年、障害者の勤労意欲が高まっている中、より多くの障害者の就労を実現し、障

害者が地域において、自立して生き生きと暮らせる社会を目指すことが重要です。ま

た、個々の障害者の尊厳が保たれるよう、障害者が必要な支援を受けつつも経済的に

自立した生活ができる環境を整えていく必要があります。 

このためには、障害の特性に配慮しながら、障害者の就労支援に努めることが重要で

す。 

さらに、企業等による障害者雇用の拡大・定着に向けては、障害者雇用施策のため

に関係機関が連携して、企業等に対する支援の充実に努める必要があり、本市におい

ても必要な取組に努めます。 

 

 

 

（参考３） 

前計画の「基本的な視点」 

 

「より一層のバリアフリー化の推進」 

障害者の活動を制限し、社会への参画を制約している要因を取り除き、障害の有無にかかわら

ず誰もが安全に安心して暮らせるよう、また、誰もが同様に社会へ参画できるよう、建物、移動、

情報、制度、慣行、意識などソフト・ハード両面にわたって社会のバリアフリー化を一層推進し

ます。 

 

「地域における障害者の自立の支援」 

         障害者が住み慣れた地域において、個々の状況に応じ自立して生活できることを基本に支援し

ていくため、障害者が自らの選択により、適切にサービスが利用できるよう、総合的な相談・援

助体制の整備、サービス提供体制の確保を進めるとともに、経済的に自立した生活が送れるよう

雇用・就労の促進を図ります。 
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２ 計画の基本的な考え方 
 

 

⑶ 基本的な視点に基づく重点事項 

 

広島市は、基本理念を実現するため、本計画に関連する各事業・取組に鋭意取り組み

ますが、この中で、本計画が５年間の中長期計画であることを踏まえ、３つの基本的な

視点に対応する３つの重点事項に取り組みます。 

 

１ 「個々の障害者が、生活の拠点での日々の活動を通じて自立した生活を実現し、

更に、その活動範囲を広げていくために」に対する取組 

障害者が生活の拠点において自立し、活動の範囲を広げていくための取組の実施 

        障害者に対する「基礎的な生活支援」と「社会参加活動の促進」が効果的に

行われるよう、障害者を支援する事業の再編を着実に進めます。 

再編に当たっては、行政が実施することが適切な事業・取組と障害者団体等

が実施することが適切な事業・取組があること、全市的に一律に実施すべき事

業・取組と地域特性や障害種別・障害程度に応じて実施すべき事業・取組があ

ることを念頭に検討を行います。 

 

２ 「相談支援の充実に向けて」に対する取組 

相談支援事業等の強化 

    障害者総合支援法に基づく協議会等において、相談事例の集積・共有を行い、

相談支援事業所など事業所間の連携強化を図ります。併せて、相談支援事業所

の評価方法の検討を行います。 

    また、相談支援の中核的役割を担う基幹相談支援センターを設置し、相談支

援体制の強化を図ります。 

 

３ 「総合的な就労支援、障害者雇用の拡大・定着に向けて」に対する取組 

障害者雇用の拡大・定着に向けた関係機関の連携の在り方等についての検討 

        関係者による検討会議において、現在の障害者雇用に対する関係者の取組内

容や連携状況、障害者雇用の事例やノウハウを整理した上で、必要な検討を行

い、障害者雇用の拡大・定着に向けた取組を実施します。 

        具体的には、行政関係機関・企業等が障害者雇用のために果たすべき役割と

具体的取組・連携の在り方、障害の特性に応じた仕事の開拓や職域の拡大など

の障害者雇用のノウハウを関係者で共有・蓄積するための方策について検討し、

さらにそれらを広島市の資源・特性を踏まえた障害者雇用の拡大・定着につな

げていきます。 
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２ 計画の基本的な考え方 
 

 

⑷ 施策体系 

基本理念の実現のためには、３つの重点事項に関する取組だけでなく、幅広い分野

における取組が丌可欠です。 

本計画では、基本理念の実現に向け、広島市の障害者関連施策を網羅する６本の施

策の柱を掲げます。その上で、各柱に関連する施策項目を整理し、具体的な事業・取

組を展開します。 

基本理念 施策の柱 施策項目 

障害のある人

もない人も、

全ての市民が

互いに人格と

個 性 を 尊 重

し、支え合い、

自立して暮ら

せる「まち」

を実現する。 

１ 理解と交流の

促進 

(1)  あらゆる障害や障害者についての理解の促進 

(2)  障害者と地域住民等との交流の促進 

(3)  市民主体の活動等の促進 

２ 生活環境整備

の推進  

(1) 福祉のまちづくりの推進 

(2) 安心して暮らせる住まいの確保 

(3) 防災・防犯等の対策と災害時支援対策の推進 

３ 相談支援の充

実 

(1) 相談支援体制の整備・充実 

(2) 障害者の権利擁護の推進 

４ 地域生活支援

の充実 

(1) 福祉サービスの充実 

(2) 保健・医療・リハビリテーションの充実 

(3) スポーツ、文化活動の促進  

(4)  情報・コミュニケーション支援の充実 

５ 療育と教育の

充実 

(1) 療育の充実 

(2) 自立に向けた教育の充実 

６ 就労支援の充

実 と 雇 用 の 拡

大・定着 

(1) 総合的な就労支援 

(2) 障害者雇用の拡大・定着 
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